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西村康稔経済再生相は11月12日、新型コロナウイルス感染症対策分科会後の会見で、11月
末までとされていた現在のイベントの開催制限を来年2月末まで延⾧することを発表した。
なお、一部の個別イベントについては、エビデンスやこれまでの実績も踏まえつつ、開催
制限が変更・緩和される。

イベントの開催制限について
引き続き、来年2月末までは以下の内容で運用される。
① 収容率要件については、大声での歓声・声援等がないことを前提としうるもの（クラ
シック音楽コンサート等）については100%以内、大声での歓声・声援等が想定されるも
の（ロックコンサート、スポーツイベント等）については50％以内（※）とする。

また、分科会では、お祭り・野外フェス、合唱、飲食を伴うイベント（映画館等を含
む）、初詣（はつもうで）についても検討され、エビデンスに基づく開催制限の変更・緩



合唱について
屋内の飛沫、マイクロ飛沫のシミュレーションもふまえ、必要な感染防止策として以下が
・演者やその家族の体調・行動管理
・講じる防止策（マスク、フェイスシールド、マウス
シールド着用等）に応じた適切な対人距離の確保
例:マスク着用時は前後1m左右50cm、未着用時は前後2m左右1m等
・適切な換気の実施（測定装置の設置等）

参考:コーラスのシュミレーション（理研） 11月2日イベント開催のあり方等に関する検討会資料より抜粋


